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(57)【要約】
【課題】部品数をできるだけ少なくして組み立ても容易
になり、低コストで製造することができる内視鏡用チュ
ーブ状処置具を提供すること。
【解決手段】シースチューブ１０の基端と折れ止めチュ
ーブ１１の基端の各々に漏斗状又はフランジ状に広がっ
た拡径端部１０ａ，１１ａを形成して、シースチューブ
１０の拡径端部１０ａ，１１ａと折れ止めチューブ１１
の拡径端部１０ａ，１１ａとを重ね合わせ、その部分
を、手元側口金２０に係止される押圧固定部材３０と手
元側口金２０との間にきつく挟み込んで固定した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】可撓性のシースチューブの基端が手元側口
金に接続されると共に、上記シースチューブが基端付近
で小さな曲率半径で曲がるのを抑制するための可撓性の
折れ止めチューブが上記シースチューブの基端付近を囲
んで配置されて、その折れ止めチューブの基端が上記手
元側口金に取り付けられた内視鏡用チューブ状処置具に
おいて、
上記シースチューブの基端と上記折れ止めチューブの基
端の各々に漏斗状又はフランジ状に広がった拡径端部を
形成して、上記シースチューブの拡径端部と上記折れ止
めチューブの拡径端部とを重ね合わせ、その部分を、上
記手元側口金に係止される押圧固定部材と上記手元側口
金との間にきつく挟み込んで固定したことを特徴とする
内視鏡用チューブ状処置具。
【請求項２】上記両チューブの拡径端部の面に接触する
上記手元側口金と上記押圧固定部材の少なくとも一方の
押圧面に突起又は凹凸が記載されている請求項１記載の
内視鏡用チューブ状処置具。
【請求項３】上記シースチューブの拡径端部と上記折れ
止めチューブの拡径端部との間に、上記両チューブより
硬い材質からなる板状の部材が挟み込まれている請求項
１又は２記載の内視鏡用チューブ状処置具。
【請求項４】上記板状部材の表裏両面に突起が形成され
ている請求項３記載の内視鏡用チューブ状処置具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、可撓性のシース
がチューブによって形成された内視鏡用チューブ状処置
具に関する。
【０００２】
【従来の技術】可撓性のシースがチューブ（以下「シー
スチューブ」という）によって形成された内視鏡用チュ
ーブ状処置具においては、一般に、シースチューブの基
端が手元側口金に接続されており、さらに、シースチュ
ーブが基端付近で小さな曲率半径で曲がるのを抑制する
ために、可撓性の短い折れ止めチューブがシースチュー
ブの基端付近を囲んで配置されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】上述のような従来の内
視鏡用チューブ状処置具においては、シースチューブの
基端が手元側口金に接続固定され、さらにそれとは別
に、折れ止めチューブが手元側口金に接続固定されてい
る。
【０００４】しかし、患者から患者への感染が発生しな
いように、内視鏡用チューブ状処置具は一回の使用で使
い捨てにするのが好ましいので、経済的に安価な構造な
ものが求められるのと同時に、医療廃棄物はできるだけ
少なくする必要がある。
【０００５】そこで本発明は、部品数をできるだけ少な

2
くして組み立ても容易になり、低コストで製造すること
ができる内視鏡用チューブ状処置具を提供することを目
的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡用チューブ状処置具は、可撓性のシ
ースチューブの基端が手元側口金に接続されると共に、
シースチューブが基端付近で小さな曲率半径で曲がるの
を抑制するための可撓性の折れ止めチューブがシースチ
ューブの基端付近を囲んで配置されて、その折れ止めチ
ューブの基端が手元側口金に取り付けられた内視鏡用チ
ューブ状処置具において、シースチューブの基端と折れ
止めチューブの基端の各々に漏斗状又はフランジ状に広
がった拡径端部を形成して、シースチューブの拡径端部
と折れ止めチューブの拡径端部とを重ね合わせ、その部
分を、手元側口金に係止される押圧固定部材と手元側口
金との間にきつく挟み込んで固定したものである。
【０００７】なお、両チューブの拡径端部の面に接触す
る手元側口金と押圧固定部材の少なくとも一方の押圧面
に突起又は凹凸が記載されていれば、抜け止め強度が向
上し、シースチューブの拡径端部と折れ止めチューブの
拡径端部との間に、両チューブより硬い材質からなる板
状の部材が挟み込まれていても、抜け止め強度が向上す
る。
【０００８】また、その板状部材の表裏両面に突起が形
成されていると、抜け止め強度がさらに向上する。
【０００９】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図２は、本発明の第１の実施例の内視鏡用チ
ューブ状処置具の外観を示しており、例えば外径が２ｍ
ｍ程度で長さが１～２ｍ程度の四フッ化エチレン樹脂チ
ューブからなるシースチューブ１０の基端が、金属又は
プラスチック製の手元側口金２０に接続されている。
【００１０】また、シースチューブ１０が基端付近で小
さな曲率半径で曲がるのを抑制するための、例えば外径
が３ｍｍ程度で長さが数ｃｍ～１０ｃｍ程度の四フッ化
エチレン樹脂チューブ製の折れ止めチューブ１１がシー
スチューブ１０の基端付近を緩く囲んで配置され、シー
スチューブ１０の基端と折れ止めチューブ１１の基端と
が押圧固定部材３０によって手元側口金２０に固定され
ている。
【００１１】図１は、シースチューブ１０の基端と折れ
止めチューブ１１の基端とが手元側口金２０に固定され
た部分を示しており、シースチューブ１０の端部と折れ
止めチューブ１１の端部には各々、漏斗状に広がった拡
径端部１０ａ，１１ａが形成されている。各拡径端部１
０ａ，１１ａの面がシースチューブ１０の軸線方向に対
してなす角度は、例えば４５°である。
【００１２】手元側口金２０には、シースチューブ１０
内と連通する通過孔２５が軸線位置に貫通形成されてい
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て、その先端部分に形成された筒状突起部２３がシース
チューブ１０の基端部内に圧入されている。
【００１３】シースチューブ１０の拡径端部１０ａと折
れ止めチューブ１１の拡径端部１１ａとは重ね合わせて
配置され、シースチューブ１０の拡径端部１０ａの内側
面が当接する当接面２１が手元側口金２０に形成されて
いる。その当接面２１は、シースチューブ１０の拡径端
部１０ａに対応して４５°程度の角度のテーパ状に形成
されている。
【００１４】当接面２１の外縁に隣接する手元側口金２
０の外周に形成された雄ネジ部２４には、両チューブ１
０，１１と手元側口金２０とを連結固定するためのキャ
ップ状に形成された押圧固定部材３０の雌ネジ部３４が
螺合している。
【００１５】押圧固定部材３０の先端部分の軸線位置に
は、折れ止めチューブ１１が緩く通過する大きさの通過
孔３３が穿設され、押圧固定部材３０の内側部分には、
軸線に対して略４５°をなすテーパ面状の押圧面３１
が、折れ止めチューブ１１の拡径端部１１ａを外面側か
ら手元側口金２０の当接面２１方向に押圧するように形
成されている。
【００１６】したがって、シースチューブ１０及び折れ
止めチューブ１１を手元側口金２０に連結固定する時に
は、シースチューブ１０の基端部内に手元側口金２０の
筒状突起部２３を圧入して、シースチューブ１０の拡径
端部１０ａを当接面２１に当接させ、押圧固定部材３０
の雌ネジ部３４を手元側口金２０の雄ネジ部２４に螺合
させて締め付ける。
【００１７】それによって、シースチューブ１０の拡径
端部１０ａと折れ止めチューブ１１の拡径端部１１ａ
が、重ね合わさった状態で手元側口金２０の当接面２１
と押圧固定部材３０の押圧面３１との間にきつく挟み付
けられる。
【００１８】その結果、手元側口金２０の通過孔２５と
シースチューブ１０内とが真っ直ぐに連通した状態で、
シースチューブ１０と折れ止めチューブ１１が同時に手
元側口金２０に連結される。このように、押圧固定部材
３０を手元側口金２０に螺合させるだけで、シースチュ
ーブ１０と折れ止めチューブ１１が同時に手元側口金２
０に連結固定される。
【００１９】なお、図１に示されるように、シースチュ
ーブ１０の拡径端部１０ａの外縁を折れ止めチューブ１
１の拡径端部１１ａの外縁より大きく形成することによ
り、シースチューブ１０の拡径端部１０ａが抜け出し難
い状態になり、シースチューブ１０が先側から引っ張ら
れた時に手元側口金２０との連結部が外れ難くなる。
【００２０】図３は、本発明の第２の実施例の内視鏡用
チューブ状処置具のシースチューブ１０及び折れ止めチ
ューブ１１と手元側口金２０との連結部を示しており、
シースチューブ１０の拡径端部１０ａと折れ止めチュー*
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*ブ１１の拡径端部１１ａを共に軸線に対してほぼ９０°
の方向に広がったフランジ状に形成したものである。こ
のようにしても、上述の第１の実施例と同様の作用効果
を得ることができる。
【００２１】図４は、本発明の第３の実施例の内視鏡用
チューブ状処置具のシースチューブ１０及び折れ止めチ
ューブ１１と手元側口金２０との連結部を示しており、
シースチューブ１０の拡径端部１０ａと折れ止めチュー
ブ１１の拡径端部１１ａとの間に、例えばステンレス鋼
板材のような金属又は硬質プラスチック等のような、両
チューブ１０，１１より硬い板状の素材からなる円錐皿
状のワッシャ１２を挟み込んだものである。このように
することにより、両チューブ１０，１１の拡径端部１０
ａ，１１ａが共に抜け出し難くなり、連結強度が向上す
る。
【００２２】また、ワッシャ１２として、シースチュー
ブ１０及び折れ止めチューブ１１の材質と比較して摩擦
係数の大きな材料を用いることにより、拡径端部１０
ａ，１１ａがより抜け出し難くなって、連結強度が向上
し、図５に単体で示されるように、ワッシャ１２の表裏
両面に突起１２ａを形成してもよい。
【００２３】図６は、本発明の第４の実施例の内視鏡用
チューブ状処置具のシースチューブ１０及び折れ止めチ
ューブ１１と手元側口金２０との連結部を示しており、
手元側口金２０の当接面２１と押圧固定部材３０の押圧
面３１とに小さな凹凸を形成したものである。
【００２４】このようにしても、両チューブ１０，１１
の拡径端部１０ａ，１１ａが抜け出し難くなって、連結
強度が向上する。また、図７、図８に示される第５、第
６の実施例のように、放射状又は周方向の突起２２，３
２を当接面２１と押圧面３１とに形成してもよい。
【００２５】
【発明の効果】本発明によれば、シースチューブの基端
と折れ止めチューブの基端の各々に漏斗状又はフランジ
状に広がった拡径端部を形成して、シースチューブの拡
径端部と折れ止めチューブの拡径端部とを重ね合わせ、
その部分を、手元側口金に係止される押圧固定部材と手
元側口金との間にきつく挟み込んで固定したことによ
り、シースチューブと折れ止めチューブを一つの押圧固
定部材により手元側口金に連結固定することができるの
で、最少の部品数で容易かつ確実に組み立てることがで
き、極めて低コストで製造することができて、使い捨て
にしても無駄が少なくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用チューブ状処
置具のチューブと手元側口金との連結固定部の側面断面
図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡用チューブ状処
置具の外観図である。
【図３】本発明の第２の実施例の内視鏡用チューブ状処
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置具のチューブと手元側口金との連結固定部の側面断面
図である。
【図４】本発明の第３の実施例の内視鏡用チューブ状処
置具のチューブと手元側口金との連結固定部の側面断面
図である。
【図５】本発明の第３の実施例の内視鏡用チューブ状処
置具の皿状ワッシャの変形例を単体で示す側面断面図で
ある。
【図６】本発明の第４の実施例の内視鏡用チューブ状処
置具のチューブと手元側口金との連結固定部の側面断面
図である。
【図７】本発明の第５の実施例の内視鏡用チューブ状処
置具のチューブと手元側口金との連結固定部の側面断面
図である。
【図８】本発明の第６の実施例の内視鏡用チューブ状処
置具のチューブと手元側口金との連結固定部の側面断面*
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*図である。
【符号の説明】
１０  シースチューブ
１０ａ  拡径端部
１１  折れ止めチューブ
１１ａ  拡径端部
１２  ワッシャ
１２ａ  突起
２０  手元側口金
２１  当接面
２２  突起
２４  雄ネジ部
３０  押圧固定部材
３１  押圧面
３２  突起
３４  雌ネジ部

【図１】 【図２】

【図３】

【図５】
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